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○審査事件等 

付 託 事 件 名 所 管 課 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

環 境 課

川内クリーンセンター

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

市 民 課

議案第１５０号 薩摩川内市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 
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予算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課

議案第１４１号 薩摩川内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５１号 薩摩川内市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第１７５号 平成２５年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算 

議案第１７８号 平成２５年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

（所管事務調査） 

保 険 年 金 課

（ 市 民 健 康 課 ）

（ 税 務 課 ）

（ 収 納 課 ）

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 
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（所管事務調査） 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課

（所管事務調査） 福 祉 課
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条例の制定について 

議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算 

 [繰越明許費補正] 

（所管事務調査） 

子 育 て 支 援 課
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   △開  会 

○委員長（江口是彦）ただいまから、市民福祉

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 なお、環境課と川内クリーンセンターについて

は、同時に審査を行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて、随時、許可いたします。 

 それでは、市民福祉部の審査に先立ち、部長に

概要説明を求めます。 

────────────── 

   △部長の概要説明 

○市民福祉部長（春田修一）おはようございま

す。 

 それでは、市民福祉委員会に提案しております

議案等も含めまして、全体の概要を説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、条例でございますが、条例につきまして

は法律の制定がなされた部分、あるいは法律の一

部改正等に伴い、今回上程している部分が５件ご

ざいます。 

 国保税の一部改正、それと新型インフルエンザ

対策等の本部条例、それと後期高齢者医療に関す

る条例、そして介護保険条例の一部改正、それと

ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部

改正に伴う部分がございます。 

 次に、予算関係でございますが、予算関係につ

きましては、一般会計及び国民健康保険事業特別

会計など４特別会計に係ります補正がございまし

て、一般会計で申しますと、全体的な部分につき

ましては、人件費につきましては、扶養義務者数

の増、あるいは通勤手当の変更等によるものでご

ざいます。それと平成２４年度の補助金等の確定

に伴う返納金及び実績見込みに伴う調整を全体的

には行っております。 

 その中で、主なものについて若干触れさせてい

ただきますが、高齢・介護福祉課の中では、介護

基盤緊急整備事業としまして、小規模多機能施設

のスプリンクラーを計上させていただいておりま

す。 

 それと、子育て支援課のほうが一番、今回の補

正で多いところでございますが、これにつきまし

ては、平成２７年４月施行の子ども・子育て支援

制度関係の部分を、今回、計上させていただいて

おりまして、事業計画の策定業務委託及び支給認

定、請求審査システム構築に係る委託料を計上さ

せていただいております。 

 そのほか認定こども園の整備補助としまして、

保育所緊急整備事業を、それと措置児童数の増及

び単価改正に伴います保育所運営費の増をいたし

ております。 

 特別会計におきましては、国保並びに後期高齢

者医療特会につきまして、人件費、補助金の確定、

それと実績見込みによる調整を。国保直診特会に

おきましては、医薬品の購入費を。介護特会につ

きましては、補助金の確定に伴う返納金並びに繰

越金を積み立てるというような形で計上させてい

ただいているところでございます。 

 なお、詳細につきましては、この後、それぞれ

の課長のほうで説明させていただきます。 

 本日は、どうかよろしくお願いいたします。 

────────────── 

△環境課及び川内クリーンセンターの審査 

○委員長（江口是彦）それでは、環境課及び川

内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算について 

○委員長（江口是彦）まず、議案第１６９号平

成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（寺園良介）おはようございます。 

 それでは、補正予算の説明をさせていただきま

すけれども、１２月第３回補正予算一覧という資

料をお持ちでしょうか。補正予算書のほうで、

３８ページになると思います。 

 ４款１項８目環境総務一般管理費の人件費の調

整ということで、総額２８４万５，０００円を減

額してあります。中身的には、給料が１７０万
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１，０００円、職員手当が６１万円、共済費が

５３万４，０００円という形でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号に係る審査を一時中止

します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明をお願いします。 

○環境課長（寺園良介）それでは、市民福祉委

員会資料に基づいて説明をさせていただきたいと

思います。 

 市民福祉委員会資料の４ページをお開きくださ

い。 

 さきの９月議会の本委員会で御質問いただいた

件を、再度、ここにお示しするものでございます。 

 本市にございます一般廃棄物最終処分場の水質

等の管理状況について、報告をさせていただきた

いと思います。 

 まず１点目に、最終処分場の現状でございます。 

 遮水シート、それから水処理施設のある適格処

分場、これが川内クリーンセンターの最終処分場

と木場茶屋最終処分場の２カ所でございます。そ

れから遮水シート、それから水処理施設のない不

適格処分場、樋脇地域が２カ所、それから入来地

域が１カ所、東郷地域が１カ所、祁答院地域が

１カ所、甑地域が８カ所、計１３カ所、合計

１５カ所となっております。 

 監視状況でございますけども、最終処分場に係

る技術上の基準に定める水質調査項目に基づき水

質、ガスの発生状況等について、調査を実施して

いるところでございます。 

 閉鎖状況でございます。閉鎖済みの最終処分場、

最終処分場の閉鎖に係る技術基準に基づき閉鎖の

手続を進めており、条件の整った樋脇の六郎ヶ迫

及び祁答院の２カ所について、閉鎖を完了したと

ころでございます。 

 その他の最終処分場の状況でございますが、水

質等の基準値オーバーをしているところが４カ所、

ガス発生がまだ収束していないところが１カ所、

覆土の不足しているところが８カ所という状況で

ございます。 

 それから、大きな項目の２でございますけれど

も、周辺の飲用井戸の状況でございます。 

 木場茶屋最終処分場、それから川内クリーンセ

ンター最終処分場につきましては、周辺の飲用井

戸の水質調査を実施しておりますけれども、他の

最終処分場につきましては、周辺に飲用井戸はな

いということを確認しているところでございます。 

 大きな３の今後の取り扱いでございます。跡地

利用でございます。 

 さきの委員会では、ここのところを特に御意見

等をいただいたところでございますれども、まず、

最終処分場の利用について。 

 メガソーラーの設置等、最終処分場の利用につ

きましては、廃止後でないと利用できない。これ

は許可権者が鹿児島県でございます。鹿児島県が

廃止、いわゆる上でいう閉鎖をしないと利用させ

ないよということを申されております。利用でき

ないということであるんですけれども、全国的に

見れば使っているところもありますので、あえて

申させていただくならば、現時点では利用できな

いという形で、もうちょっと研究が必要かなとい

うふうには思っております。 

 それから、跡地利用の条件でございます。 

 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライ

ンにより、県への届け出が必要でございます。最

終覆土を５０センチ確保せんといかんとですけれ

ども、これを残さないような、異常残存しないよ

うな掘削、あるいは構造物の設置や盛土、車両通

行を前提とする施工は総体荷重自体が増加し、ガ

スの発生や水質の悪化を招くため制限がかかると

いうことで、非常に厳しいということでございま

す。 

 もうちょっと詳しく言いますと、廃止された廃

棄物の最終処分場につきましては、安定的な状況

ではあるものの土地の掘削、それからその他の土

地の形質の変更が行われることにより、安定的で

ありました地下の廃棄物が攪拌されたり、酸素が
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供給されたりすることで、その廃棄物の発酵、分

解が進行してガスや汚水が発生するなど、生活環

境の保全上の支障を生ずるおそれがあるというこ

とでございます。 

 そのおそれがある区域につきましては、都道府

県知事が、まず指定区域として指定します。です

から今、２カ所閉鎖しましたけれども、ここにつ

きましては、県のほうで指定をされるという形で

考えていてもらっていいと思います。その指定さ

れた区域で、土地の形質の変更を行おうとするも

のは、事前に県知事に届け出ることが義務付けら

れております。 

 届け出の内容なんですけれども、まず、土地の

形質の変更によって悪臭、ガス、それから可燃性

ガス等の発生、それから最終処分場設備の損傷。

いわゆるシートが破れたりとか、水処理施設が壊

れたりとか、そういう損傷により安全性の低下等

の生ずることのないよう、当該廃棄物埋立地に関

する情報を事前に十分把握することということで

ございます。その上で、適切な土地利用計画、そ

れからモニタリング計画、工事計画等を策定して、

届け出をせないかんということでございます。 

 事前に十分情報を把握するということは、事前

調査をする必要があります。事前調査では廃棄物

の種類、それから設備の構造、位置、水質、ガス

等の測定結果等の関連する情報。そういうものを

調査していただくんですけれども、そういうもの

がなかなか足りずに予測が難しいという場合には、

現地調査等もやっていただかないかんという形に

なると思います。ですから、かなり厳しい調査、

それから計画等をつくって届けをしていただかな

いかんと。 

 現地調査に当たりましては、またそのボーリン

グ調査をするとかになりますと、やはりこれも形

質変更になりますので、事前調査のボーリングを

することについても３０日前に届け出をせないか

んと。そういう結構厳しい状況でございます。 

 以上で、説明を終わりたいと思います。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）その他の最終処分場の状況

の中で、水質等の基準値オーバー４カ所とかあり

ますが、これらについては、どこがそうなってい

るのかとかいうのは教えていただけないですか。 

○環境課長（寺園良介）まず東郷、それから上

甑島が１カ所、それから下甑、それから鹿島の

４カ所です。ガスは木場茶屋です。５０センチ以

下は、樋脇の湯之牟礼、それから東郷、里、上甑

が２カ所、それから下甑が３カ所という状況です

ね。 

○委員（井上勝博）ちょっと勉強不足で、遮水

シートや水処理施設がないところがあったんだと

いうことについてちょっと認識不足でして、これ

については早急に何とかしないと、周辺の住民の

健康被害にも広がるということはあり得るんじゃ

ないかと思うんですが、計画ではどうなっている

んですか。どうするというふうなことに。 

○環境課長（寺園良介）法律が整備される前の

最終処分場という形で、それを昭和５２年に、遮

水シートのないところは遮水シートをしなさいと

いう共同命令が出ております。でも、そのまま放

置されて、そのまま最終処分場として使われてい

る状況がずっと続いておりまして、平成１０年に

国のほうで再調査をされて、そういう不適正なと

ころは、きちっとした仕様をしなさいというよう

な形で指導があったんですけれども、それにもか

かわらず、現状までずっとこういう形で残ってい

るということでございます。 

 ただ、そういうところにつきましては、閉鎖の

基準が設けられておりまして、今申し上げました

とおり、年に１回とか、年に２回、年に４回と、

ものによって水質検査をして、ほかへの生活環境

への影響がないかどうか調査をしなさいという形

になっているものでございます。 

○委員（井上勝博）もしかしたら以前そういう

報告を受けて、お金がかかるからなかなか大変だ

という話があったのかなと思うんですけれども、

やっぱり健康被害が出てからでは遅いわけで、や

っぱり何らか、この遮水シートがないところとか

ということについては計画的に掘り返して、全部

またつくり直すということぐらいを考えておかな

ければいけないんじゃないかなと思うんですが、

その辺については計画はないんですかね。 

○環境課長（寺園良介）まことに申しわけない

です。計画はございません。 

 先ほど申し上げましたとおり、周辺に飲用井戸

があるかないか。つまり飲用井戸があると、やは



- 6 - 
 

り摂取経路はあるという形になりますので、これ

があるとまずいので、飲用井戸が周辺にあるとこ

ろについては調査をいたしますが、幸いなことに、

２カ所以外には飲用井戸がないということで、基

本的には、周辺からの人への摂取経路はないとい

うふうに判断はしているところでございます。 

 したがいまして、また掘り返して、そこにシー

トを施工するという計画は持っていないというと

ころであります。 

○委員（井上勝博）かなりの大事業になってし

まうというのはあるとは思いますが、ただ地下水

ですから、地下水というのは今の福島の原発事故

にあるように、なかなかつかみどころがないわけ

ですから、井戸にそういうものがなかったからと

いって、安心できるものではないと思うんですね。

だから、これは負の遺産ということではあるんで

すが、このままで本当にいいんだろうかというの

は、やっぱり考えておかなくちゃいけないと思う

んです。 

 それから、ほかにもよろしいでしょうか。 

○委員長（江口是彦）はい、どうぞ。 

○委員（井上勝博）クリーンセンターの最終処

分場が、もう満杯になるんだということで、今後

のことが問題になってくるわけですが。私は志布

志市に行ってきまして、同じ鹿児島県内なんだけ

ど、志布志市がリサイクル率第１位と、全国１位

と、これは市としてですね。町が隣の町でありま

して、忘れましたが、そこが全国１と。一体どう

してそういうことがあるのかということで聞いて

みたら、やっぱりきっかけは焼却施設がないから

何とかごみを減らさないと、すぐに最終処分場が

もう満杯になってしまうということで、市民の理

解を得ながら、たしか１０年がかりで分別の徹底

をして、かなりのリサイクル率まできて、実際、

どういうものまで分別してるのかなと聞いたんで

すが、もう徹底してましてね。 

 プラスチックも薩摩川内市の場合は、白い発泡

スチロールや、そうじゃないものとか何種類かあ

りますが、硬い強化プラスチックみたいなものは、

これはもうどうしようもないということで、不燃

ごみになってると思うんですけれども。あそこは

もうプラスチック関係は全部、とにかくリサイク

ルということで、徹底して分別して、業者に引き

取ってもらったり、もうそのやり方は徹底してる

んですね。 

 委員会でもちょっと話題になった古着について

も、これも業者に引き取ってもらうということで、

古着も徹底的に回収してやっているんですが、驚

いたことに薩摩川内市に運び込まれているという

ことが、志布志市がそういう古着とかというのは

全部回収するんだけれども、業者に分けるわけで、

全国の業者が引き取るわけです。いろんなそうい

うリサイクルできるものについては。そしたら古

着関係は、薩摩川内市の業者が引き取ってたんで

すね。それでちょっとびっくりしまして、新たな

発見だったわけですけれども。そこまで徹底して

やって、実際、最終処分場がどうなってるかって

見てみたら、布団類、毛布類だけがどうしようも

ない。あと、おむつ類だということなんですね。

ただ、そのおむつ類も、これも燃料にするという

技術が進んでいて、これもエネルギーに変えてし

まうということで、めどが立ちつつあると。問題

は、布団とか毛布類はどうしようもないというん

で、これはもう最終処分場で埋め立てられていっ

てるわけなんですが、これも何とかすれば、もう

ほとんど埋めるものがなくなるというところまで、

もう進んできているんだなということを実感した

わけですね。 

 そうすると焼却施設が要らなくなるということ

になると、焼却施設にかかるお金ってものすごい

お金じゃないですか。維持費だけでも、建設費も、

とんでもないお金になってくるわけですから。そ

ういったお金を節約できるという展望も出てくる

わけですから。私は志布志市という同じ県内で、

実践的にやってるところがあるわけで、問題点が

全くほかにないというわけじゃないと思います。

その処理するところで働いている人たちの健康被

害や、周辺住民の健康被害という問題も全国的に

は、ほかの地域に行くと、そういうものも問題に

なるところがあるらしいんですけれども。だから

１００％じゃないけれども。しかし、そういう展

望はあるんじゃないかなというふうに思ってるわ

けなんですが。もうちょっと当局としては前向き

に徹底した分別と、将来的には、焼却をしないと

いう考え方というのを持っていく必要があるんじ

ゃないかなというふうに思っているわけですが、

その辺については、ちょっと見解をお聞きしたい

なと思うんです。 
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○環境課長（寺園良介）現在、来年で１０周年

なんですけれども、旧市町村が合併いたしまして。

志布志市は、たしか２８品目ぐらいの分別をされ

ている。薩摩川内市は１７品目じゃなかったかと

思います。１０年かけまして御存じのとおり入来

と祁答院まで、ことしから１カ所で処理をするこ

とになりました。これで薩摩川内市の分別が、全

部統一したという形になります。 

 今後、どうしていくかということなんですけれ

ども、１７分別をするのにもかなりの労力、力が

要りますし、皆さんの同意も要ります。今後、ど

ういう方向にもっていくかということなんですけ

れども、今、中間処理場でありますところのク

リーンセンターも動いておりますし、これも基幹

改良をやろうという形でやっておりますので、超

長期的な展望でいえば、井上委員の言われること

も理解できないことはないんですけれども。現状

としましては、そういうことをやろうという方向

性は、かなり厳しいんじゃないかなというふうに

考えております。 

 それともう一つ、薩摩川内市と志布志、それか

ら大崎まで含めているんですけれども、人口１人

当たりの最終処分場量ということで考えますと、

薩摩川内市は３８．８キログラムです。志布志が

これに対しまして７３．１キログラムです。やは

り最終処分場をする量は志布志のほうが、中間処

理施設がないので多いんだと。要するに、志布志

のほうでは薩摩川内市と同規模の最終処分場を持

ってると、薩摩川内市よりもさらに早くいっぱい

になってしまう。最終処分場を持ってないという

わけにいきませんので、最終処分場は、また新た

なものをつくらないかんという状況は出てくると。

大崎につきましても４９．３キログラムという形

で、本市よりも多い処分量が出ておるところでご

ざいます。 

 それと、ごみ処理にかかる経費につきましても、

人口１人当たりの経費でいいますと、本市は

９，１１５円なんですけれども、志布志のほうは

９，５３３円という形で、１人当たりのごみ処理

にかかる経費は、今のところ薩摩川内市のほうが

安いという形のデータも出ておりますので、これ

を将来的に委員が言われるような形、分別は進め

ないかんと思いますので、もっていくことも考慮

せないかんと思いますけれども。現状の中でどう

うまくできるかというので、まずは委員長のほう

からも御質問いただきましたとおり、生ごみの堆

肥化を何とか進めていけないかなという検討を。

ですから生ごみを分別するという作業をできない

かなというのを検討していきたいなというふうに

は、まず思っているとこです。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）要するに、最終処分場へ持

っていくのは、薩摩川内市の場合は燃えた灰です

よね。志布志市のほうは灰じゃないから、それだ

け中間処理をしてないから少し多くなっていると

いうような問題は、それはあると思います。 

 しかし、灰にする過程の中でのダイオキシンの

発生の問題とか、それから膨大な燃やすための経

費ということを考えていけば焼却施設がない分、

あそこはかなり補助金を出して、市民に勉強会を

やったら補助金を出すというようなことをやって、

かなり毎年毎年いろんな団体が学習会をして、補

助金をもらってるとかやってるみたいなんですね。 

 だからいい面を勉強して、やっぱり路線は違っ

たんだと思うんです。分かれてしまったんだと。

焼却施設をつくる路線と、つくらない路線という

ことで根本的なところで分かれてしまったから、

今から志布志市のようにというふうなことは、か

なり難しいと私もそれは思うんですが、ただ、焼

却すればＣＯ２の問題も当然出てくるというのもあ

るわけで。徹底したリサイクルをして、最終的に

は最終処分場も要らないっていうぐらいのところ

まで、もっていかなくちゃいけないんじゃないか

というふうに思うんですね。やっぱりそういう展

望を持っていただきたいなというふうなことは、

私もまたさらに勉強しながら提言していきたいな

と思います。お願いします。 

○委員長（江口是彦）意見であります。 

 ほかに御質疑ありませんか。 

○委員（新原春二）２点ほどなんですが、木場

茶屋の最終処分場なんですが、遮水シートの法律

ができてから、昭和５２年といいますよね。木場

茶屋の処分場がいつから開設をされたのか。私は

それ以前だと思うんですけれども。それ以前には、

遮水シートが一番底に敷いてあるのかなと。私も

現在、目視をしておりませんのでわかりませんが、

そういうのはあると思うんですけど、そこら辺は

適格処分場となってますけども、不適格処分場の
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中に、若干は入るんじゃないかなと思うんですよ

ね。 

 そういう意味で、あそこは水処理施設もあるん

ですけども、設置がされてから遮水シートは、水

処理施設がその上に乗っているのか、その下にあ

るのかというのが、一応問題になってくるんです

けれども、そこら辺の関係はどうなっていくのか、

まず。 

○環境課長（寺園良介）木場茶屋最終処分場に

埋め立てを開始したのは、昭和５０年４月でござ

います。 

 遮水設備につきましては、シートを設置してあ

るということで代々引き継いでおりますので、当

然ながら水処理施設は遮水シートと、うまくつな

がった形で設置されているものというふうに理解

はしているとこですけれども。 

○委員（新原春二）それで間違いないですか。 

 地元の方々はよく見ていらっしゃいますので、

どういう形でできていたかというのはよくわかっ

ていらっしゃるんですよ。そこで疑問が出てきて

るのは事実です。ただ、きちんとそこら辺はして

いかないといけないのかなと思いますので、そこ

ら辺はまた調べてみてください。 

 もう一つは、委員長が一般質問でされました甑

島の処理の関係なんですが。以前、甑島のクリー

ンセンターがあったときの経費と、今回運搬をし

てくる経費、そこら辺の差額といいますかね。そ

こら辺は大まかでいいんですが、どの程度軽減さ

れたのか、そこら辺をちょっとお聞かせください。 

○委員長（江口是彦）試算できてますか。答え

られますか。 

○委員（新原春二）できてなかったら後でいい

です。 

○環境課長（寺園良介）さきの委員会でもちょ

っとお話したんじゃないか、ちょっと手元にない

んですけども。たしか１億５，０００万円ぐらい

減額されているというふうに、甑の両クリーンセ

ンターにかかる補修費用が、大体平均して１億円

から１億１，０００万円ぐらい毎年かかっていた

と思います。これに焼却経費でありますとか、そ

ういうものがなくなったわけで、搬送費用だけと

いう形になりましたので、約１億５，０００万円

程度の経費の削減にはつながっているというふう

に考えていただいて結構だと思います。 

○委員（新原春二）それはわかりました。 

 委員長の質問にもありましたように平場で全く

積み上げて、雨ざらし、日ざらしにしてあるとい

うことでしたね。平場でやるもんですから、結局、

生ごみが腐敗をして、臭いがさらにきつくなって

いくと。薩摩川内市、こっちの地元の場合は、結

構３日ないし４日の間隔で集荷がされていきます

ので、そんなに腐敗というのはないと思うんです

けども。そこら辺の腐敗のあり方と、それから先

ほど言われました堆肥化の問題。堆肥化をする場

合に、もちろん分別をしないと堆肥になっていき

ませんので、そこら辺から今調査をされていくと

いうことでしたが、当初からそういうものは考え

られなかったのか。そこら辺をちょっと、検討の

あり方について。 

○環境課長（寺園良介）各クリーンセンターに

つくってありますストックヤードには、屋根がか

かっておりますので、雨が中に打ち込むというよ

うなことは、よっぽどのことがない限りはないと

思いますけれども。業者が１回パッカー車で収集

してきたごみを、そこに１回おろします。当然、

パッカー車で収集しますので袋が破れちゃったり

するんです。それを１回おろして積み換えをする

もんですから、そこにごみ袋の中の汁が出たりし

て、臭いが厳しいというので、その施設自体を何

か工夫できないかというのが質問でいただいた委

員長の趣旨だったと思うんですけれども。それに

ついても消臭剤をいろんなものをテストするとか、

今現在、試しをいろいろやっているところでござ

います。 

 それと、堆肥化につきましては、まずは生ごみ

を分別をしていただかないかんのですので、その

方法がどういう形がいいのかということで、実は

きのう、おととい、日帰りで行くつもりだったん

ですけども、職員が２人、上甑島と下甑島それぞ

れ行って話をしてきております。その中でもまた

ちょっと、いろいろ問題点が出ててきおりますの

で、そこら辺も整理する形で、何回もこれは地元

の住民がやっていただかないかんことですから、

まず、一昨日は職員とお話したんですけれども、

職員の中でもそれだけちょっと問題が出てきてま

すので、まだもうちょっと時間をかけて話し込ん

でいかないかんかなというふうに考えているとこ

ろです。 
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 当初からと言われますけれども、当初はクリー

ンセンターで焼却しておりまして、クリーンセン

ターの焼却状況と、下甑島のほうは若干、焼却状

況が悪いというのは聞いておりました。焼却灰を

こっちに持ってきておりましたので、あんまりよ

く燃えてない灰等が入ってきておりましたので、

きちっと燃やすようにということで指導も何回も

しております。 

 その中で、ある程度のことを整理していかない

かんかったかもしれないんですけれども、その前

に財政状況も逼迫してきたという形で、止めて、

こちらのほうに持ってくるという形にしてきたと

いうところでございます。 

 以上です。 

○委員（新原春二）最後にしますが、堆肥化の

問題はそれでいいと思います。調査をされて、各

家庭から出る分別が非常に大事ですのでしていた

だきたいんですが。 

 私は今、生ごみ処理機があるんですが、生ごみ

処理機に入れれば完全に消滅をするというのを使

っているんですよ。生ごみを処理をするのに、今

そういうメーカーができてます。その機械を私自

身も今使ってます。生ごみを分別をしてその中に

入れれば、大体、人の口に入れてもいいもの、あ

るいは魚の骨だとか卵の殻だとかいうのは完全に

消滅します。そういうものは今、市販もされて、

大体廉価が落ちてきてますので、そういうのも検

討もされて、島だったらそういうようなものがい

いのかな。分別をされるのは一緒ですので、そう

いうものに補助金を出して、もう完全に消滅をす

るんだったら、そういうようなものはなくなりま

すから、あとは紙類、燃えるものの搬入をすれば

いいわけですので、そうしたものもあるというこ

とも提起を申し上げて、検討していただければあ

りがたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、市民課の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算について 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１６９号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局の補足説明を

求めます。 

○市民課長（榊 順一）市民課でございます。 

 議案第１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会

計補正予算、市民課分について説明を申し上げま

す。 

 予算に関する説明書の３２ページをお開きくだ

さい。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費ですが、説明

欄の戸籍住民基本台帳費２７万円の増額で、職員

の人件費調整によるものでございます。 

 また、住民基本台帳ネットワークシステム事業

費２９６万４，０００円の減額は、委託料、使用

料及び賃借料の執行残によるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号に係る審査を一時中止

します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明ありますか。 

○市民課長（榊 順一）特にございません。お

願いいたします。 
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○委員長（江口是彦）特にないそうですが、委

員から御質疑ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、市民健康課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第１５０号 薩摩川内市新型インフ

ルエンザ等対策本部条例の制定について 

○委員長（江口是彦）議案第１５０号薩摩川内

市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）市民健康課でござ

います。 

 議案第１５０号薩摩川内市新型インフルエンザ

等対策本部条例の制定について、御説明を申し上

げます。 

 議案つづり、その１の１５０－１ページをごら

んください。 

 本提案の理由につきましては、本会議で部長の

ほうが説明を申し上げましたので、この場では申

し上げませんが、少し補足をいたしますと、新型

インフルエンザ等対策特別措置法が平成２４年

４月２７日に可決、５月１１日に成立をしており

ます。 

 同法では、国が新型インフルエンザ等緊急事態

宣言後、直ちに市町村対策本部を設置することが

同法律の３４条で義務化されております。その対

策本部に必要な事項は条例で定めるということに

なっております。 

 条例の内容につきましては、新型インフルエン

ザ等緊急事態宣言後、薩摩川内市対策本部を設置

するために必要な組織の体制や対策本部の会議な

どの事項を、この条例で定めようとするものでご

ざいます。 

 条例の内容でございますが、１５０－２ページ

をごらんください。 

 第１条の趣旨から第５条の委任まで５条にわた

って構成されております。 

 第２条に組織ということで、この新型インフル

エンザ等対策特別措置法の３５条により、総合的

な推進に関する事務等を迅速かつ適切に行うため

に、対策本部長、本部員等を置くことを定めてお

ります。 

 第３条では会議として、本部長は新型インフル

エンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整

を円滑に行うために、必要に応じ新型インフルエ

ンザ対策本部の会議を行うことを定めております。 

 第４条は部でございますが、本部長は必要があ

ると認めるときには、新型インフルエンザ対策本

部に部を置き、新型インフルエンザ対策に関する

事務を処理することを定めております。 

 ５条につきましては委任ということで、必要な

事項は別に定めるということで、規則のほうに委

任をしております。 

 施行期日につきましては附則で、公布の日から

施行するというふうにお願いしております。 

 議案つづりのその１の１５０－３、次のページ

でございますが、参考として、条例施行規則の案

ということで掲載してございます。 

 なお、その規則の第２条に、副本部長から本部

員の構成を書いてございますが、本部長につきま

しては、法律の３５条のほうで市町村長をもって

当てるというふうに規定をされておりますので、

この規則では特段定めていないところでございま

す。 

 その他、市民福祉部の議会資料というのを、併

せて提出をさせていただいておりますが、２ペー

ジに組織図案というのを掲載しております。 

 これまでは市民福祉部長を会長として、薩摩川

内市感染症予防対策連絡会議というのを開催をし

ておりました。国、県の行動計画を受けて、市は

平成１９年１月５日に行動計画というのは既に策

定をしておりましたが、国は平成２１年の新型イ

ンフルエンザＡ型のＨ１Ｎ１の対策の経緯等を踏

まえ、平成２３年９月に改定を行い、県は現在、

この行動計画につきましては改定作業中というこ

とで、市町村にその意見を聴取する作業の段階で

ございます。市におきましても今後、現在ある行

動計画につきまして改定の作業を進めようと考え
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ております。他市についても、どの市も現在作業

中ということを聞いております。 

 また、この計画の相違点を少し御説明申し上げ

ます。 

 この計画が旧計画と大きく違うのは、発生段階

がそれぞれ記載が違います。例えば旧計画でいい

ますと、海外発生前期とか国内発生前期。それか

ら海外発生期とか、ちょっと前期とかいう言い方

が、一般の方にわかりづらいというようなことも

ございまして、今回の計画では未発生期。これは

まだ世界的に未発生期、それから海外発生期、こ

の段階で海外で発生した場合は、国、県は、すぐ

対策本部をつくるということでございます。 

 それから、次の段階の国内発生期、これは県内

でまだ発生してない、他の県で発生した段階です

が、この場合に国が緊急事態を宣言いたします。

この緊急事態ができたときに、先ほど説明したと

おり、この対策本部を市でも設置するということ

になります。あと県内の発生期、市内の発生期、

そして小康期という形に区分をしたいと考えてお

ります。 

 以上が条例の説明でございます。よろしく審議

方をお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局から詳しく

説明がありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算について 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１６９号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を

求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）議案１６９号平成

２５年度薩摩川内市一般会計補正予算の市民健康

課分について御説明を申し上げます。 

 予算書、予算に関する説明書の３８ページをご

らんいただきたいと思います。 

 ４款１項１目保健衛生総務費でございますが、

市民健康課分は、右の説明欄で説明を申し上げま

す。 

 事項、保健衛生一般管理費では、職員人件費の

調整により給与等を減額するものでございます。 

 次に、事項、地域医療対策費では、国民健康保

険直営診療施設勘定特別会計繰出金の増額をお願

いするものであります。これは、特別会計への歳

出の増額補正に対応するもので、主に職員給料等

にかかわる経費でございます。 

 次に、４款１項３目保健指導費でございますが、

事項、保健指導費では、備品購入費として、がん

検診等の回答用紙読込用ＯＣＲ機。これは平成

１９年に購入し、少し老朽化が進んで、最近ちょ

っとふぐあいが出てるというものでございますが、

の更新をお願いするものでございます。 

 続きまして、事項、健康増進事業費として、平

成２４年度がん検診推進事業補助金の交付確定に

伴いまして、国への償還が必要となったため、補

正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号に係る審査を一時中止

します。 

────────────── 

△議案第１７６号 平成２５年度薩摩川内

市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
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補正予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１７６号平

成２５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）議案第１７６号平

成２５年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計補正予算について説明を申し上げま

す。 

 まず、歳出から説明申し上げますので、予算に

関する説明書の１５０ページをごらんいただきた

いと思います。 

 １款１項１目一般管理費では、職員異動、時間

外勤務手当など執行見込みに伴う給与費の増額が

主なものでございます。併せて修繕料につきまし

ては、手打診療所レントゲン室の空調機のふぐあ

いによる修繕。それから通信運搬につきましては、

上甑診療所の歯科診療報酬のオンラインによるレ

セプト請求開始に伴う通信料の増額でございます。 

 続きまして、１５１ページをごらんいただきた

いと思います。 

 ２款１項２目医療用消耗器材費でございますが、

上甑診療所、手打診療所において、実績に伴う医

療用消耗品等の増額が主なものでございます。 

 続きまして、２款１項３目医薬品衛生材料費で

ございます。これにつきましては、診療所の医薬

品について、執行見込みにより医薬材料費をそれ

ぞれ増額するものでございます。 

 次の１５２ページをごらんいただきたいと思う

んですが、２款２項１目給食総務費でございます。

上甑診療所の入院患者の増に伴いまして、給食用

消耗品を増額するものでございます。 

 次に、２款２項２目給食用材料費でございます

が、同じく上甑診療所の入院患者増に伴います給

食材料購入費を増額するものでございます。 

 続きまして、歳入でございますが、前に戻って

いただきまして、１４７ページでございます。 

 １款１項５目一部負担金の増額は、先ほどの上

甑診療所の入院実績見込みによる増額によるもの

でございます。 

 次の１４８ページでございますが、１款２項

１目国民健康保険診療報酬の増額でございます。

上甑、鹿島、下甑手打診療所の実績見込みによる

増と、下甑長浜診療所の実績見込みによる減によ

るもの。 

次に、１款２項２目社会保険診療報酬の増額は、

上甑診療所の実績見込みによるもの。 

次に、１款２項５目一部負担金の増額は、上甑、

鹿島診療所の実績見込みによる増と、下甑長浜診

療所の実績見込みによる減額でございます。 

 次に、１款２項８目後期高齢者診療報酬の増額

は、里診療所の実績見込み減と、鹿島、下甑手打

診療所の実績見込みによる増でございます。 

 次の１４９ページをお開きください。 

 ７款１項１目一般会計繰入金についてでござい

ますが、先ほども一般会計でも申し上げましたが、

職員給与にかかわる経費として、一般会計から繰

入金の増額を行うものでございます。 

 以上で、議案第１７６号平成２５年度薩摩川内

市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計の補正

予算に関する説明を終わります。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）ここでちょっと言ったほ

うがいいかと、ちょっと迷うとこなんですけど、

６５歳以上の方が肺炎でよく亡くなるというのを

お聞きし、この前、医師と語る中で死亡第３位だ

ということで、肺炎で、肺炎球菌ワクチンの取り

入れは考えてるんでしょうか。 

○委員長（江口是彦）今答えますかね。じゃあ

これは所管事務のところで答えていただきますの

で、そのときもう１回、御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）はい、わかりました。 

○委員長（江口是彦）この補正予算に関しての

質問、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。よろしい

ですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 
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 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○市民健康課長（宍野克己）ございません。 

○委員長（江口是彦）特にないということです

ので、これより質疑を行います。 

○委員（今塩屋裕一）先ほども言ったんですけ

れども、医師と語る中で、６５歳を超えてから肺

炎で亡くなるのが多いということで、死亡第３位

だというように聞いております。肺炎球菌ワクチ

ンの取り入れというか、そういう現状をちょっと

お聞かせください。 

○市民健康課長（宍野克己）この件につきまし

ては、ことしの９月議会でも中島議員のほうから

も質問があったわけでございます。 

 高齢者の主な要因ということで、肺炎が現在、

国の厚労省予防接種部会で定期予防接種、つまり

国の補助ですることが検討はされている段階でご

ざいます。したがいまして、本市としましても国

の動向を見ながら、また他市の動向も見ながら、

検討してまいりたいというふうな段階でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

 ほかに御質疑ありませんか。 

○委員（瀬尾和敬）インフルエンザの予防接種

を先般、私は受けたんですが、私の受けた病院で

は２，０００円でした。よその病院に行くと

３，６００円なんですけど、この辺のからくり、

からくりと言っちゃおかしいかもしれませんが、

そちらで御存じの内容でいいんですが、何で値段

が違うんだろうと。あとのことは一緒ですね。

６５歳以上は１，０００円ですというのはどこも

一緒なんですが、何で違うんだろうなと思って。

いろいろ聞かれても、もちろん我々は知るすべも

ないんですが、御存じの点があったら教えていた

だきたい。 

○市民健康課長（宍野克己）医師会等との話し

合いの中でも、一応、個人的にお話をする機会も

あるんですけど、いわゆるそのワクチン代の費用

ですね。入手先からの原価がそれぞれ多分違うと

いうのが一つ。 

 それから、いわゆるお医者さんの手技料と申し

ますか、もうけの部分、手数料ですね。それにつ

きましても、それぞれの病院で考え方が多分あら

れると思います。確かに言われるとおり、１．

５倍とか２倍とか違うのも聞いております。とい

うことを踏まえて、我々がほんなら同じようにし

てくださいという権限というか、そういったもの

もちょっと今の段階ではないもんですから、そう

いう関係で、その金額が違うということが、私の

頭の中ではそれぐらいしか考えられないところで

ございます。 

○委員（瀬尾和敬）３，６００円で接種を受け

た 人 は 、 お れ の ほ う が よ く 効 く ん だ と 。

２，０００円は半分ぐらいしか効かんのだと。こ

んなふうになって、つまりはお医者さんの仕入れ

る原価の問題と、お医者さんが実際ここにするん

ですが、そういう注射を打つ手間賃をとるかとら

ないかとか、いろんなのがあるわけですかね。余

りにも極端に値段が違うもんだから、よくちょっ

と飲み込めない部分があって。 

○市民健康課長（宍野克己）ワクチンの種類に

よっては、１アンプルで２人分できるものもござ

います。そういったときに患者が例えば１人しか

来なかったと。患者というかワクチンを打つ患者

がその日にですよ。そうした場合は２人分打てる

のに、まあ言えば、もう半分は廃棄ということに

なります。ですので、そういった危険を回避する

ために、ある病院では２本分を１人の患者からも

らったりするとこもあれば、例えば患者さんが多

いところは、どんどんどんどん打てるから効率よ

く打てるということで、安くされるというような

場合も、多分あるのではないかなというふうに考

えております。 

 以上です。 

○市民福祉部長（春田修一）ただいまの御質問

につきましては、多分、今、課長も申しましたと

おりなんですが。薬品代というんですか薬代が、

同じ病気でも、病院によって違う薬を使ったりす
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ると診療報酬も変わったりするのと同じような考

え方で、そのインフルエンザのワクチン代の高低

によって、それぞれの仕入れするワクチンの種類

によって、多分それぞれ違うというようなふうに

考えておりますので、これらについて統一すると

いう話は多分できないと。ワクチンを統一しなさ

いということになろうかと思いますので、難しい

だろうと思っています。 

 ですから例えば風邪とか何とかという話をして

も、ある病院、Ａの病院では１，０００円だと。

仮にＢの病院では７００円だという話をしますと

変わってくるわけでございますので、そこの部分

については御理解いただきたいというか、できれ

ばというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、保険年金課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第１４１号 薩摩川内市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○委員長（江口是彦）議案第１４１号薩摩川内

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○税務課長（山口秀昭）議案第１４１号薩摩川

内市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について御説明いたします。 

 議案つづり、その１－１、１４１ページの１で

あります。 

 提案理由につきましては、本会議で部長から説

明をいたしておりますので、省略させていただき

ます。 

 説明は、議案送付時に添付されております総務

部の議会資料により行いますので、総務部議会資

料の３ページをお開きください。 

 金融所得課税の一体化を進める観点から行われ

ました、個人住民税における株式等に係る譲渡所

得等の申告分離課税制度の改組による地方税法施

行令の一部改正に伴い、市税条例の改正と併せま

して、国民健康保険税条例の課税の特例について、

所要の規定整備を行うものでございます。 

 改正の内容ですが、国民健康保険税の所得割額

の算定に当たりましては、課税の特例として分離

課税に係る所得についても加算されております。

今回の完成におきまして、上場株式等の配当と譲

渡損益の間のみで認められていた損益通算の範囲

を、公社債等の利子や譲渡損益にも拡大するとと

もに、非課税とされている公社債等の譲渡損益に

ついても損益通算して申告分離課税の対象とする

こととしたものでございます。 

 施行期日は、市税条例と同じ平成２９年１月

１日となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議くだ

さるようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）済みません。ちょっとわか

りにくかったんで、要するに株取引で得られた所

得という関係というふうに聞こえてるんですが、

株で得た利益について国保税との関係をどういう

ふうにするということなんですか。ちょっとわか

らなかったです。 

○税務課長（山口秀昭）所得割額の算定におい

ても、この譲渡損益の個人住民税に係る分ですけ

ども、同じく国保税の所得として課税対象になり

ますので、算定の中に含まれてくるということに

なります。 

○委員（井上勝博）今まではそういう株で取引

して利益を得たというのを、所得割のあれで計算

しなかったということですか。 

○税務課長（山口秀昭）これは上場株式等の配

当の譲渡損益の間のみで認められていた損益通算

の拡大を、公社債等の利子や譲渡損益にも拡大す

るというのと、非課税とされている公社債等の譲

渡損益にも損益通算をして、申告分離課税の対象
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としたというような仕組みを変更ということにな

ります。 

○委員（井上勝博）株を持ったこともないし、

買ったこともないもんだからピンとこないんです

よ。もう少しわかりやすい言葉で解説していただ

ければありがたいなと思うんですけど。 

○税務課長（山口秀昭）私も実際に、こういう

取引はしたことはございませんで、所得にも上が

ったことはございませんので、いわば特定公社債

とか、あるいは上場株式の間で、利子、配当の譲

渡損益について損益通算という仕組みが導入され、

可能とされたということの説明という形になりま

す。 

○委員（井上勝博）今まで株で得た利益、また

株で損をするという場合もあるわけですよね。そ

の利益を得たり損をしたりということで、例えば

利益を得た場合に、それは特別の所得割額の中で

反映しないという仕組みになっていたのかどうか、

ちょっともう少しわかるように。 

 とにかく何かひっかかりますよね。何か、この

株の取引を特別にしてたのかなと。利益は利益な

んだから、所得割でちゃんと計算すればいいんじ

ゃないかなって一般的には思うし、損をした場合

でも、しかしそれはそれだけ株を買うという収入

があったということでもあるわけですから。そこ

ら辺なんかは一般の人との差というのは何なのか。

もうちょっとわかるようにお願いします。 

○税務課長（山口秀昭）代理に説明させます。 

○税務課長代理（佐多誠一）課長が申しました

ように、私なんかもこういう株なんかは持ちませ

んけれども、例えば給与所得の方、所得が

５００万円の方、あと株でマイナス５０万円あっ

た場合、そうしたマイナス５０万円の場合には、

算定されずにゼロという形になりまして、給与所

得のみの５００万円が課税されることになります。

それが分離課税という方式になります。 

 そうした場合に、今まで分離課税の対象になっ

ておりました例えば公社債と上場株式、これが今

度は上場株式と公社債だけを考えてみた場合に、

公社債が例えばプラス１００万円、上場株式がマ

イナス５０万円とした場合に、今までは１００万

円とマイナス５０万円とした場合に、マイナス

５０万円がゼロになっておりまして、１００万円

がなっておりました。それを今度は損益後の上場

株式と公社債で損益通算するということで、

１００万円とマイナス５０万円で、５０万円とい

うものに対して課税するという形になります。ち

ょっと今、具体的な数字で申し上げましたけれど

も、よろしかったでしょうか。 

○委員（井上勝博）株で利益を得たり損をした

り、今までそういう人たちについては、特別に課

税との関係で対象外にされていたのを、その対象

にして、それもちゃんと考えた上で所得割を計算

するんですよ。国保税を高くなったり安くなった

りするんですよ。そういうことですか。国保税が

高くなったり安くなったりするんですか。ここの

条例が改正されることによって、国保税に反映す

るわけでしょう。株を扱っている人たちの国保税

が高くなったり安くなったりするわけでしょう。

そういうことなんでしょう。 

 要するに株をやってる人たちは、今までは国保

税との関係でいうと、ぼろもうけしても、そうで

なくても関係なかったけれども、これから関係す

るですよということなんですか。 

○委員長（江口是彦）それは違うんじゃないの。 

○委員（井上勝博）これまでも関係してたんだ

けど、それをどういうふうに変えようとしてるわ

けなんですか。 

○税務課長代理（佐多誠一）今の株という形で

おっしゃられましたけれども、先ほど申しました

ように、例えば株の中で上場株式とか公社債とか

幾つかございます。そうした中で先ほど申しまし

たように１００万円とマイナス５０万円でしたか

ら、このマイナス５０万円がゼロになって

１００万円で課税の対象になっておりました。そ

れが今回は損益通算するということで１００万円

とマイナス５０万円、これも反映されて、結局、

プラス・マイナス５０万円という形で下がるとい

う形になります。それが損益通算の制度になりま

す。ですから影響があると申されれば、国保税の

算定額は、いろんな株関係の所得のある方は影響

がございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ちょっとだけ協議会に切

り替えます。 

～～～～～～～～～～ 

午前１１時１４分休憩 

～～～～～～～～～～ 
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午前１１時１６分開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）本会議に戻します。 

○税務課長（山口秀昭）損益通算等の有利なほ

うに動きますので、国保税の対象の方も軽減とい

いますか、そういう対象になるというふうに考え

ております。 

○委員長（江口是彦）ほかに質疑はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第１５１号 薩摩川内市後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１５１号薩

摩川内市後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）議案第１５１号薩

摩川内市後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例の制定について御説明いたします。 

 議案つづりのその１の１５１－１ページをお開

きいただきたいと存じます。 

 本条例改正の提案理由については、議会初日に

部長から説明のあったとおりでございます。 

 改正する条例の内容については、次のページを

お開きいただきたいと存じますが、第３条延滞金

の割合の特例に関する条項を附則に加えようとす

るものでございます。 

 改正内容について御説明いたしますので、議会

資料の３ページをお開きいただきたいと存じます。 

 １の条例の一部改正の経緯と改正箇所にありま

すように、平成２０年４月の後期高齢者医療制度

の開始時に、本市の後期高齢者医療に関する条例

に、延滞金の利率についての特例条項を設けてお

りませんでした。 

 今回、地方税法の一部改正に伴い、延滞金の割

合を見直す改正が平成２６年１月１日から施行さ

れることにより、これまで設けていなかった保険

料の延滞金の割合に係る特例条項を明記する必要

があるため、附則に第３条を加えようとするもの

でございます。 

 次に、２の延滞金改正の内容でございますが、

平成２６年１月１日以降の期間に対応する延滞金

に適用しようとするもので、（１）特例基準割合

に年７．３％を加算した割合で、上限は年１４．

６％となり、（２）納期限の翌日から１カ月を経

過するまでの期間については、特例基準割合に

１％を加算した割合に、上限は年７．３％にしよ

うとするものでございます。 

 ３の比較表については、御参照いただきたいと

存じます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）後期高齢者医療の保険料の

延滞金ですよね。後期高齢者医療の保険料という

のは、年金から天引きされているわけですよね。

ほとんど１００％だったと思うんですよね。今ま

でその延滞金に問題があったということなんです

かね。 

○保険年金課長（中村 真）ただいまの御質問

でございますが、後期高齢者医療の保険料につい

ては、今、御質問にもありましたように、基本的

には年金天引きになっております。 

 ただし、年金の額によりまして引き去られる保

険料、それから、その他のものもございますけれ

ども、それらが半分以上になれば、年金天引きが

できない場合がございます。そういった場合には

普通徴収ということで、本市の場合にも約６割か

ら７割の方が特別徴収、残りの方が普通徴収とい

うことになっておりますので、そういった普通徴

収の方で、納めないという方が出てくる場合がご

ざいます。そういった方には、場合によっては延
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滞金が加算される場合があるということでござい

まして、これまでそういった事例はございません

けれども、そういったことで今回、この特例条項

を設けようということでございます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）比較表で、現行の場合は平

成２５年中の割合が１４．６％、これは延滞され

ている方が、これだけいらっしゃるということな

んですか。ちょっとこの比較表の見方を説明して

ください。 

○保険年金課長（中村 真）この比較表であり

ますのは、１４．６％というのは、あくまでもこ

れは保険料を滞納された方が長期間にわたって納

めない場合の、その延滞金の利率でございます。

利率が１４．６％ということでございます。納期

限から１カ月以内については、その利率が７．

３％ということで見ていただきたいと思います。 

 現行の特例、この改正の特例の条項に関係しま

す部分は、現在のところございませんので、利率

としては１４．６％が適用されるということにな

ります。 

 仮に一番表の右側をごらんいただきたいと思い

ますが、財務大臣が告示する割合が仮に１％とい

う、そういったものが示された場合には、その左

側、改正後の特例ということで、この特例基準割

合、プラス７．３％との合計額で、この９．３％

というふうになるということでございますので、

そういった見方で見ていただければと思います。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）その延滞金の率が下がるん

ですか。 

○保険年金課長（中村 真）今、御質問にもあ

りましたように、この利率が下がると。財務大臣

がこの特例基準についての利率を示した場合には、

限度額が１４．６％の利率がそれよりも下がって

適用されるということになります。ですから、仮

にそういった方がいらっしゃれば、これまでより

は有利になるといいますか、減額されるという形

になります。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）延滞金を払った人は今まで

はいないんですかね、本市では。これが延滞金が

減額されるということになると。 

 今まで例えば介護保険料の場合は、サービスが

１割が３割になったりしますよね、延滞すると。

後期高齢者医療の場合は延滞すると、いわば保険

証が短期になるんじゃなかったでしたっけ。それ

プラス、利息もついてたということなんですか。 

○保険年金課長（中村 真）済みません。質問

のあれが若干わからないところがございますけど

も、今、御質問にもありましたように、これまで

滞納された場合に、その滞納期間がある一定期間

を超えますと、短期証になるというのは、もうそ

のとおりでございます。 

 滞納をされた方がいらっしゃいまして、そうい

った方が、もう継続的にずっとその滞納期間が長

くなりますと、場合によっては延滞金というのが

加算される場合が出てくるということで、これま

での事例として、その延滞金が加算される事例が

なかったということでございますので、若干、そ

こを切り分けてお考えいただければありがたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１６９号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を

求めます。 

○保険年金課長（中村 真）議案１６９号一般

会計補正予算の保険年金課分について御説明いた

します。 
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 まず、歳出について説明いたしますので、予算

に関する説明書の３８ページをお開きいただきた

いと思います。 

 ４款１項５目国民健康保険対策費の１８万

５，０００円の減額補正につきましては、総務課

指示によります人件費調整でございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

に返っていただきまして、２６ページをお開きい

ただきたいと存じます。 

 ２１款５項４目雑入のうち保険年金課分につき

ましては、後期高齢者医療市町村給付負担金返還

金の８４０万９，０００円についてでございます。

これは、平成２４年度分の療養給付費負担金の額

が確定したことによりまして、返還されるもので

ございます。 

 以上で、一般会計補正予算に係る保険年金課の

説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）３８ページの総務課指示に

よる減額ですか、これは前回の９月議会のときに、

かなり大きくいろいろ職員の給与のカットという

のがあったわけですが、まだそれが引き続いてい

るということなんですか。 

○保険年金課長（中村 真）今の御質問にもあ

りましたように、そのときの調整で残った分とい

いますか、そういったことだということで我々も

聞いております。 

 以上です。 

○市民福祉部長（春田修一）９月につきまして

は、その給与減額の部分です。今回の分について

は、冒頭申し上げましたように扶養義務者数が、

出産とかそういうことによってふえたり、あるい

は通勤の場所が変わったりというような形で、手

当等が変わってきているというのが主な部分にな

ると思います。 

○委員長（江口是彦）ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第１６９号に係る審査を一時中止

いたします。 

────────────── 

   △議案第１７５号 平成２５年度薩摩川内

市国民健康保険事業特別会計補正予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１７５号平

成２５年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計

補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）議案１７５号平成

２５年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補

正予算について御説明いたします。 

 説明につきましては、本来、予算に関する説明

書 の 方 で す べ き で は ご ざ い ま す け ど も 、

１２２ページから１４０ページまでと多ページに

わたりますので、市民福祉委員会資料の１ページ

に一覧表に取りまとめてございますので、こちら

のほうで説明をさせていただきたいと存じます。

御了承くださるようにお願いいたします。 

 まず、歳出について説明いたしますので、下段

の表をごらんいただきたいと存じます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金から７款１項

１目高額医療費共同事業医療費拠出金までについ

ては、それぞれ通知額に基づきます増額、あるい

は減額の補正をお願いするものでございます。 

 次に、８款１項１目特定健診保健指導事業費に

つきましては、特定健診データ管理システムの通

信回線変更に伴います回線の増設、それに対応い

たしましたパソコン等の機器更新としての備品購

入のための増額補正をお願いするものでございま

す。 

 次に、１１款１項１目一般被保険者保険税還付

金及び２目退職被保険者等保険税還付金につきま

しては、保険税の還付金を見込みにより増額した

ほか、３目償還金において国庫支出金等精算返納

金については、平成２４年度分の精算分として増

額をするものでございます。 

次に、歳入について説明いたしますので、上段

の表をごらんいただきたいと存じます。 

 ３款１項２目療養給付費等負担金及び同款２項

２目財政調整交付金の補正につきましては、交付

決定による減額でございます。 

 次に、５款１項１目前期高齢者交付金につきま

しては、交付決定による増額でございます。 

 次に、６款１項２目財政調整交付金につきまし

ては、交付決定によります減額でございます。 

 次に、１０款１項１目療養給付費交付金繰越金

及び同款同項２目その他繰越金につきましては、
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平成２４年度決算により繰越金が確定したことに

より増額補正をするものでございます。 

 以上で、薩摩川内市国民健康保険事業特別会計

補正予算にかかります説明を終わります。よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。御質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないものと認めま

す。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第１７８号 平成２５年度薩摩川内

市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１７８号平

成２５年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会

計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を願います。 

○保険年金課長（中村 真）議案１７８号平成

２５年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

補正予算について御説明申し上げます。 

 説明につきましては、市民福祉委員会資料の

３ページに一覧表にまとめてございますので、こ

ちらで説明をさせていただきたいと存じます。 

 まず、歳出について説明いたしますので、下段

の表をごらんいただきたいと存じます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に

つきましては、鹿児島県後期高齢者医療広域連合

に対する保険料納付金の平成２４年度繰越金の確

定により増額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、上

段の表をごらんいただきたいと存じます。 

 ５款１項１目繰越金では、平成２４年度繰越金

の確定により同額を増額するものでございます。 

 以上で、薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会

計についての説明を終わります。よろしく御審議

賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、所管事

務調査としまして、委員会資料に基づき説明させ

ていただきたいと存じますので、資料の５ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

 第１期薩摩川内市特定健康診査・特定保健指導

事業報告について説明をさせていただきます。 

 平成２０年度から平成２４年度にかけまして、

薩摩川内市国民健康保険特定健康診査等実施計画

を定め、事業に取り組んできておりました。この

５年間の特定健康診査等の目標達成状況、年度推

移、事業実施の効果等について概要を取りまとめ

ましたので、御報告させていただきます。 

 既に御存じのように、特定健康診査は生活習慣

病の発病や重症化を予防し、メタボリックシンド

ロームの該当者及び予備群の減少を目的に、高齢

者の医療の確保に関する法律の平成２０年度改正

に基づき実施してきたものでございます。 

 １．薩摩川内市計画目標値及び実績としまして、

特定健康診査の目標値及び受診率と、特定保健指

導の目標値及び実施率を一覧表に取りまとめてご
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ざいます。 

 特定健康診査の受診率につきましては、最終年

度の平成２４年度につきまして、目標値の６５％

に対しまして実施率は５４．１％と目標には届き

ませんでしたが、参考として記載してございます

ように、県内の１９市の中では上位に位置してお

ります。 

 また、特定保健指導の実施率につきましては、

同じく平成２４年度につきましては、目標値の

４５％に対しまして３２．３％といった状況でご

ざいました。 

 続きまして、２．特定健康診査についてでござ

います。 

 （１）対象者から（３）検査項目については、

御参照いただきたいと存じますが、次のページを

ごらんいただきたいと存じますが、（４）年代別

受信者数・受診率法定報告値につきましては表の

とおりであり、６５歳以上については受診率が高

いのが見てとれますが、４０歳から５９歳までに

ついては、受診率が低いというのが見てとれると

思います。 

 続きまして、３の特定保健指導につきましては、

（１）特定保健指導対象者については御参照いた

だきたいと存じますが、（２）の平成２４年度年

代別対象者数・実施率法定報告値については、表

のとおりでございます。 

 特に、動機づけ支援の欄をごらんいただきたい

と存じますが、これについても６５歳以上につい

ては実施率が高く、その下の年齢については、実

施率が低い年代があるというのが見てとれると思

います。 

 次の（３）メタボリックシンドロームの該当者

及び予備群の減少率については、横ばいといった

ところかと思います。 

 続きまして、４の目標に対する評価につきまし

ては、（１）特定健康診査につきましては、先ほ

ど説明した内容を記載してございます。 

 ７ページをごらんいただきたいと存じますが、

（２）の特定保健指導につきましては、先ほど説

明しました内容に加えまして、特定健診受診率の

向上に伴い対象者が年々増加し、平成２４年度は

１，０８４人と増加し、実施率が向上しているこ

とは評価できますが、積極的支援及び中高年の実

施率の伸び悩みが課題であり、今後、特定保健指

導を受ける人がふえるような取組が必要であると

取りまとめております。 

 続きまして、５の後期高齢者支援金の加算・減

算については、御参照いただきたいと存じます。 

 以上が、特定健康診査・特定保健指導事業の報

告でございます。 

 続きまして、定例で報告をさせていただいてお

ります短期被保険者証、資格証明書の交付状況に

つきましては、国民健康保険、後期高齢者医療保

険、それぞれ１０月末現在を記載しておりますの

で、御参照いただきたいと存じます。 

 以上で、所管事務調査に関する事項について説

明を終わります。よろしく御審議賜りますようお

願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）まず、後期高齢者の保険料

が、どうも上がるんじゃないだろうかということ

で言われているわけですが、その状況を知りたい

ということ。 

 それから、この特定保健指導というのは目標値

が４５％で実施は３２．３％と。これは目標値と

いうのは異常というか、ちょっと改善しなければ

いけないよという人の対象者か出て、その対象者

に対して指導をするのに目標がいってないとか、

この目標値と実施率のちょっと解説もお願いした

いなと思います。 

○保険年金課長（中村 真）まず、前段の質問

について私のほうから回答させていただきますが、

後段の部分については担当グループ長、もしくは

市民健康課のほうから説明させたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず、前段の後期高齢者医療保険の保険料が上

がるのではないかということでございます。 

 平成２５年度は、平成２６年度、平成２７年度

の保険料率の改定の年度ではございます。先日の

新聞報道であったものかと思いますが、この新聞

報道の内容といいますのは、平成２４年度と平成

２５年７月までの医療費等の実績に基づきまして

試算をしたもの、これが鹿児島県後期高齢者医療

連合の医療懇話会というのがございますが、この

懇話会の中で、次年度の保険料率の改定について

説明があった内容が、新聞報道になったものでご
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ざいます。 

 先ほども言いましたように、平成２４年度と平

成２５年７月までの医療費等の実績に基づきまし

て試算したもので、まだ精度が高い前といいます

か、まだ精度の低い段階での試算ということで、

我々もこの新聞報道等であった内容以上のものは

把握しておりません。まだ連合のほうでも不確定

要素が高くて、今後、その保険料がどうなるかと

いうのは、まだ具体的には今回の報道以上のもの

は言えないということで、我々もまだ見通しが出

せないところでございます。 

 来年２月ごろになりますと、より精度の高い保

険料の試算というのが示されるように聞いており

ますので、３月議会では、また新たな保険料の改

定率といいますか、保険料については説明できる

というふうに考えておりますので、もうしばらく

お待ちいただければと存じます。そういったこと

でございますので、御了承いただきたいと存じま

す。 

○国保グループ長（前田隆盛）まず、この特定

保健指導・特定健診の目標については、まず各保

険者、共済組合とか社会保険とか国民健康保険と

かあるわけですが、それごとに最終年度の目標値

を国が定めております。 

 その目標値というのが、今、御質問のあった特

定保健指導は、今言われた対象者のうち何％の方

を終了させよう。この終了させようというのが、

ここにあります積極的支援、動機づけ支援、各プ

ログラムがありまして、初回面接等は、かなりの

方が受けられるんですけれども、段階を踏んだ最

後まで指導ができる方が今の三十何％になってお

ります。その目標値が４５％と定めております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょう。 

 ほかに御質疑ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △障害・社会福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、障害・社会福祉課

の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１６９号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を

求めます。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）障害・

社会福祉課でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 議案第１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会

計補正予算について説明いたします。 

 歳出から説明いたします。予算に関する説明書

の３５ページをお開きください。 

 ３款１項２目身体障害者等福祉費の障害者

（児）自立支援事業費は、自立支援医療費、国県

負担金の精算返納金でございます。 

 特別障害者手当等給付事業費は、国庫負担金の

精算返納金でございます。 

 地域生活支援事業費は、地域活動支援センター、

ディサービス事業の実績見込みによる増額要求で

ございます。 

 障害児通所支援事業費は、障害児通所給付費等

国県負担金の精算返納金でございます。 

 次に、３目地方改善対策費は、職員給与費の調

整でございます。 

 次に、歳入でございます。予算に関する説明書

の１８ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費

負担金は、障害者自立支援給付費負担金の確定に

伴う追加交付でございます。 

 次に、２０ページをお開きください。 

１６款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費負

担金は、同じく障害者自立支援給付費負担金の確

定に伴う追加交付でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号に係る審査を一時中止

いたします。 
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────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次は、所管事項調査を行

います。 

 当局に補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）それで

は、委員会資料の８ページをお開きください。 

 薩摩川内市障害者虐待防止センターについて御

説明いたします。 

 昨年の１０月１日、障害者虐待防止法の施行に

伴い、障害・社会福祉課内にセンターを設置し、

そして、ことしの４月１日から基幹相談支援セン

ターに業務を委託し、現在、２４時間体制で相

談・通報等に対応しております。 

 相談・通報等の受付状況でございますが、ここ

に示しております表には、虐待を受けた方の障害

の種別、受けていた虐待の種別、そして虐待した

側の種別を示しております。 

 平成２４年度、昨年１０月からの半年間に

１２件の相談・通報がございました。１２件のう

ち虐待であると認定した件数が３件、そのうち

２件は一時保護をしております。また、今年度は

４月から１１月までの８カ月間に、既に９件の相

談・通報が寄せられておりまして、うち１件を虐

待認定しております。 

 市といたしましては基幹相談支援センター、県

及び警察等関係機関との連携によりまして、日々

対応しておりますが、虐待と認定されない案件で

も解決困難な事例が多く、支援を完結できるケー

スは少ないため、継続して支援を行う必要がござ

います。 

 今後とも障害者虐待への理解と防止センターの

周知、広報及び相談支援体制の充実、並びに関係

機関のネットワークの強化に努めてまいりたいと

考えております。 

 続きまして、委員会資料の９ページをお開きく

ださい。 

 薩摩川内市障害者計画（第２期）策定に係るパ

ブリックコメントの実施について御説明いたしま

す。 

 障害者基本法の規定に基づく薩摩川内市障害者

計画（第２期）策定に当たり、パブリックコメン

トを実施するものでございます。 

 資料の１０ページをごらんください。 

 薩摩川内市障害者計画は、ことし９月に公表さ

れました国の障害者基本計画及び昨年度策定され

ました県の障害者計画を基本に、平成２６年度か

ら平成３０年度の５年間を計画期間として策定す

るものでございます。 

 策定に当たりまして、１３ページにあります障

害者計画策定委員会を設置いたしまして、１８名

の委員の皆様に御協議いただいております。本市

の現状分析と将来予測及び今後の施策展開に関す

る計画、目標設定が主な内容となります。 

 計画の概要を示しておりますが、１１ページに

ありますように、全ての市民が、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現を基本

理念とし、五つの基本目標を掲げております。 

 パブリックコメントの実施期間は今月、１２月

２０日から来月、１月２０日までを予定しており

まして、広く市民の皆様方から御意見をお伺いし

たいと考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（新原春二）追加説明をお願いいたしま

す。 

 虐待防止の関係で、認定が前年度は３件、それ

から今年度は１件ありますけども、その障害種別

の関係はどうなってますか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）詳細に

つきましては、専門員の井上に説明させます。 

○障害・社会福祉課専門員（井上聡子）平成

２４年度、虐待事例として認定をいたしました

３件につきまして、説明させていただきたいと思

います。 

 １件目は重複障害で、精神障害・知的障害をお

持ちの方でありまして、養護者からの身体・心理

放棄、これはネグレクトといいますけれども、そ

れと経済的虐待という形の虐待で、この方につき

ましては、一時保護をしております。 

 それから２例目は、高齢者の方でしたが、身体

障害の方でありまして、養護者及び知人の方から

の放棄・放任、ネグレクト状態と、それから経済

的虐待ということで、こちらも一時保護をしてお

ります。 
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 それから３例目、これは施設内での心理的虐待、

それから身体的虐待ということで、対象者は、そ

こに通所していらっしゃる身体障害・知的障害・

精神障害の方が含まれておりました。そこの施設

につきましては、県とも協議をしながら継続指導

中でございます。 

 平成２５年度の１件につきましては、知識障害

の方ですけれども、養護者の方から身体的虐待と

ネグレクト状態ということで、この１件を虐待認

定という形でしております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（今塩屋裕一）年度で出してもらってる

のは本当にわかりやすいですけど、この年齢層と

か虐待する側のほうは、やっぱり親子関係とか、

そういった年なんでしょうか。大体年齢層がわか

れば教えてもらいたいのと、虐待する側の方は例

えばアルコールを飲んでとか、そういうのがより

詳しく何かわかるのがあれば教えてもらいたいと

思います。 

○障害・社会福祉課専門員（井上聡子）養護

者の方からの虐待につきましては、養護している

方が父親、その方の御兄弟、夫婦という方が、養

護者の虐待にはありました。 

 １件につきましては、養護者の方についても知

的障害をお持ちの御兄弟と、その御主人につきま

しても手帳等はお持ちではありませんが、若干

ボーダーというか、はっきりした診断はついては

おられませんが、知的障害の疑われる御家族であ

ったということがあります。 

 それから、平成２５年度にありました養護者の

虐待につきましては父親が疑われるんですけれど

も、警察のほうとも本人に面接をいたしまして、

虐待防止法の本来の目的が、尻尾をつかんで、証

拠をつかんで虐待だと認定することが目的ではな

くて、そういう方が虐待に至らないように支援を

して差し上げて、予防するというのが虐待防止法

の本来の目的でございますので、やったんだろう

ということを追及するのが目的ではないので、最

終的な証拠というわけにはいかないんですが、そ

のような形で父親の方、その方については特に障

害等はお持ちでない、アルコール等も飲まれない

方でした。お父様は７０代の方、それから先ほど

申しました御兄弟の方については、５０代の御夫

婦の方でした。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（井上勝博）障害者計画についてのパブ

リックコメントということで概要ですが、例えば

こっちの本土のほうは障害者、障害児を預かって

くれるところとか、支援してくれるところとか、

結構、施設はあると思うんですよ。しかし、離島

のほうというのは、一体どうなっているのかなと。

その辺の様子などは、この計画の中で、どういう

ふうに位置づけられているかも教えていただけれ

ばと思います。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）主幹に

答弁させます。 

○障害・社会福祉課主幹（後藤里美）お答え

いたします。 

 委員の御指摘のとおり、現在、甑地域におきま

しては、障害者関連の福祉施設というものは整備

がまだ不十分というよりも、まだ整備がされてい

ないという状況にございます。とりあえず今、こ

ちらのほうで事業を立ち上げたいという御相談を

受けてる案件もございますので、そちらのほうの

事業の立ち上げがスムーズにいくように側面の支

援をする。 

 それから、相談というソフト面での支援がござ

いますが、それにつきましては基幹相談支援セン

ターのほうが出張をするような形も設けまして、

相談支援の充実ということを図っていきたいとい

うふうに考えております。その旨、計画書のほう

にも記載をしてございます。 

○委員（井上勝博）関係者が少し聞いたことが

あって、もう離島の現状は悲惨だよという話も聞

いているんですよね。ないわけですから、何も相

談できないわけでしょう。だから専門家がいない

わけですよ。だからやっぱり早急に離島のほうの

障害者政策、これを進めていってほしいというの

を意見として申し上げておきます。 

○委員長（江口是彦）御意見であります。 

 特に当局はありませんね。 

 では、質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 
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 ここで休憩いたします。 

 再開は、おおむね午後１時とします。 

～～～～～～ 

正午  休憩 

～～～～～～ 

午後１時開議 

～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

   △高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、高齢・介護福祉課

の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１５２号薩摩川内市介護保険条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（江口是彦）議案第１５２号薩摩川内

市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）議案第

１５２号薩摩川内市介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定について説明させていただきます。 

 条例の改正内容につきましては、議案つづりの

１５２－１ページから１５２－２ページになりま

す。 

 提案理由につきましては、本会議で説明させて

いただいておりますので省略させていただきます。 

 制定の内容につきましては、議会資料で説明を

させていただきますので、議会資料の４ページを

お開きください。 

 一部改正の経緯につきましては、地方税法の延

滞金の割合を見直す改正が平成２６年１月１日か

ら施行されるに当たり、介護保険料に係る延滞金

の割合を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、延滞金の割合を引

き下げるものでございますが、改正後の特例につ

きましては、議案第１５１号薩摩川内市後期高齢

者医療に関する条例と全く同様でございますので、

詳細の説明は省略させていただきたいと思います。 

 以上で、議案第１５２号薩摩川内市介護保険条

例の一部を改正する条例の制定についての説明を

終わります。よろしく御審議賜りますようお願い

申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないものと認めま

す。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 ここで、審査を一時中止しておりました議案第

１６９号を議題といたします。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を

求めます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）議案第

１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予

算の高齢・介護福祉課分について御説明申し上げ

ます。 

 提案理由につきましては、本会議で説明してお

りますので省略をさせていただきます。 

 最初に、歳出から説明させていただきますので、

予算に関する説明書の３６ページをお開きくださ

い。 

 ３款２項１目老人福祉総務費では５０７万

３，０００円の減額補正でありますが、内容は職

員手当の増額と、訪問給食サービス事業委託料と、

高齢者おでかけ支援事業費の実績見込みによる減

額でございます。 

 次に、同項３目介護保険対策費では１９５万

７，０００円の増額補正でございますが、内容は、

介護保険システムの改修委託料と、小規模多機能

型居宅介護施設のスプリンクラー等消防設備に係

る介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金の増

額、及び介護保険事業特別会計繰出金の減額でご

ざいます。 

 地域密着型の施設につきまして、２７５平米以

下の認知症高齢者グループホーム、それから小規
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模多機能型居宅介護施設につきましては、スプリ

ンクラーの法的設置義務はないところでございま

すが、本年２月に長崎市の認知症高齢者グループ

ホーム火災で多くの死傷者があったことから、こ

れら設置義務のない認知症高齢者グループホーム

等につきましても、今後、設置を義務づける方針

が示されております。 

 その方針を受けて、介護基盤緊急整備等臨時特

例基金を活用してスプリンクラー等の設置ができ

るようになりましたので、未設置の事業者に意向

調査を行いましたところ、１事業者から整備の意

向があり、県へ補助申請を行い、補助内示を受け

て予算計上したものでございます。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、２１ページへお返りください。 

 １６款２項２目民生費補助金の６節介護保険事

業費補助金は、スプリンクラー等消防設備に係る

介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金の増額

補正でございます。 

 以上で、一般会計に係る高齢・介護福祉課分の

説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第１６９号に係る審査を一時中止

します。 

────────────── 

   △議案第１７７号平成２５年度薩摩川内市

介護保険事業特別会計補正予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１７７号平

成２５年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正

予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）議案第

１７７号平成２５年度薩摩川内市介護保険事業特

別会計補正予算について御説明いたします。 

 予算に関する説明書は、１５５ページから

１７０ページになりますが、説明につきましては、

市民福祉委員会資料の２ページで説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、上段の歳入でございますが、４款２項

４目地域支援事業交付金の増額補正は、市民後見

人養成講座等の市民後見推進事業補助金が国庫補

助として採択されたことに伴い、包括的支援事

業・任意事業に係る交付金を減額し、市民後見推

進事業補助金を増額したものでございます。 

 ６款３項１目地域支援事業交付金の減額補正は、

上段の市民後見推進事業補助金にかかわることに

よる減額で、次の９款１項１目一般会計繰入金の

減額補正につきましても、市民後見推進事業補助

金に組み替えたことによる減額であります。 

 同款２項１目介護給付費準備基金繰入金の減額

補正は、次の前年度繰越金を増額し、給付費に充

当したため減額するものでございます。 

 次の１０款１項１目繰越金の増額補正は、前年

度の純繰越金でございます。 

 次に、中段の歳出をごらんください。 

 １款１項１目居宅介護サービス費は、前年度繰

越金を増額したことによる財源の組み替えで、

３款１項１目一次予防事業費は、介護予防事業委

託料の増額に伴い、報償費、普通旅費を減額調整

したものでございます。 

 次の同款２項１目介護予防ケアマネジメント事

業費と、５目任意事業費は財源の組み替えで、同

項２目の総合相談事業費の減額補正は、実績見込

みによる減額でございます。 

 次の４款１項１目介護給付費準備基金積立金の

増額補正は、前年度繰越金の一部を積み立てるも

ので、次の６款１項２目償還金の増額補正は、平

成２４年度分介護給付費確定に伴います国庫支出

金等の精算返納金の増額でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 
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 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次は、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明ありますか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）所管事

務として説明すべき事項はございません。 

○委員長（江口是彦）当局から特に報告はない

ようですが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員、ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 次は、福祉課の審査に入ります。 

 付託された議案はありませんので、所管事務調

査を行います。 

 当局に補足説明を求めます。 

○福祉課長（坂元安夫）生活保護法の一部改正

がございましたので、今回、資料を提出しまして

説明させていただきたいと思います。 

 資料のほうは１４ページでございます。 

 生活保護法の一部を改正する法律につきまして、

さきの第１８３回通常国会におきまして審査未了

になり、廃案となったものでございますが、今回

の臨時国会におきまして１２月６日、先週の金曜

日でございますけれども、成立し、公布されまし

たので、概要につきまして説明を申し上げます。 

 なお、本件改正は先週公布されたばかりでござ

いまして、必要な政・省令等を含め運用の詳細に

つきましては、今後順次、国県から示されるもの

と思われます。現段階ではこのような状況でござ

いますので、御理解をお願いいたします。 

 また、本件資料につきましては、今回の第

１８５回臨時国会提出法案として、厚生労働省の

ホームページに改正の概要として掲載されている

資料から、改正法案が成立いたしましたので、案

の文字を削除しまして原文のまま作成した資料で

ございますので、この点につきましても、併せて

御理解をお願いいたします。 

 それでは、説明に入ります。 

 まず初めに、改正の概要でございます。 

 必要な人に確実に保護を実施するという基本的

な考え方を維持しつつ、今後とも生活保護制度が

国民の信頼に応えられるよう、就労による自立の

促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等

を行うための所要の措置を講ずるとされてござい

ます。 

 次に、主な改正の内容でございます。大きく四

つの項目となってございます。 

 まず、１の就労による自立の促進でございます。 

 被保護者の自立の助長を図るため、厚生省令で

定める安定した職業についたことにより、保護を

必要としなくなったと認めた者に対しまして支給

する就労自立給付金が創設されております。 

 この給付金につきましては、生活保護から脱却

すると、税、社会保障保険料等の負担が生じるた

め、生活保護を脱却するためのインセンティブを

強化するとともに、脱却直後の不安定な生活を支

え、再度、保護に至ることを防止することが重要

であることから、保護受給中の就労収入のうち収

入認定された金額の範囲内で、別途、一定額を仮

想的に積み立て、安定就労の機会を得たことによ

り保護を廃止に至ったときに支給する制度となっ

てございます。 

 次に、２の健康・生活面等に着目した支援でご

ざいます。 

 この項目につきましては、被保護者の生活上の

義務に関する規定であり、これまでも規定されて

おりましたが、みずから健康の保持及び増進に努

め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握す

ることが被保護者の義務として、法律上明確化さ

れたものでございます。 

 次に、３の不正・不適正受給対策の強化等でご

ざいます。 

 まず、福祉事務所の調査権限の拡大でございま

す。 

 これまで資産及び収入に限定されていた調査事
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項について、就労や就職活動の状況、健康状態、

扶養の状況等が追加されたものでございます。 

 これにつきましては、実施機関及び福祉事務所

長が保護の決定、もしくは実施等に必要があると

認めるときは、氏名及び住所もしくは居所、資産

及び収入の状況並びに健康状態等の事項につき、

官公署等に対し必要な資料の提供を求め、または

銀行、信託会社、雇い主、その他の関係人に報告

を求めることができるとの規定が、法律上明確化

されたものでございます。 

 また、官公署の回答義務の創設につきましては、

官公署の長等は法律に定める情報であって、厚生

労働省令で定めるものにつき求めがあったときは、

速やかに資料の提供等を行うものとするとの規定

が新設されました。福祉事務所が行う官公署等へ

の情報提供の求めに対して、回答を義務づけたも

のでございます。 

 次に、罰則の引き上げ及び不正受給に関する返

還金の上乗せについてでございます。 

 まず、罰則の引き上げにつきましては、不実の

申請、その他不正な手段により保護を受け、これ

はいわゆる不正受給でございますけれども、また

は他人をして受けさせた者への罰金につきまして、

３０万円以下から１００万円以下に引き上げられ

ております。 

 次に、不正受給に係る返還金の上乗せにつきま

しては、不正な手段等により保護を受けた被保護

者、指定医療機関、または就労自立給付金を受け

た者等があるときは、その費用の額のほか、その

額に１００分の４０を乗じて得た額以下の金額を

徴収することができるとの規定が新設され、返還

金の上乗せが可能となったものでございます。 

 次に、不正受給に係る返還金について、本人の

事前申し出を前提に保護費と相殺するにつきまし

ては、保護費等の支給を受ける前に、当該保護費

等の一部を徴収金の納入に充てる旨を申し出た場

合において、生活の維持に支障がないと認めたと

きは保護費等を交付する際に、当該申し出に係る

徴収金を徴収することができるとの規定が新設さ

れました。保護費と調整することを可能としたも

のでございます。 

 次に、福祉事務所が必要と認めた場合には、そ

の必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよ

う求めるにつきましては、保護の実施機関は保護

の決定、もしくは実施等のために必要があると認

めるときは扶養義務者、もしくはその他の同居の

親族等に対して報告を求めることができるとの規

定が新設されました。扶養義務者に報告を求める

ことを可能としたものでございます。 

 次に、４の医療扶助の適正化についてでござい

ます。 

 まず、指定医療機関について、指定取り消しに

係る要件を明確化するとともに、指定の更新制が

導入されました。 

 これにつきましては、医療機関の指定制度の見

直しがなされたもので、医療機関の指定について

指定の申請及び基準を具体的に定めるとともに、

これまで更新制度がなかったため、６年ごとにそ

の更新を受けなければ、その効力を失うものとす

るとの規定が新設されてございます。 

 次に、医師が後発医薬品の使用を認めている場

合には、受給者に対し後発医薬品の使用を促すに

つきましては、医師または歯科医師が医学的知見

に基づき後発医薬品を使用することができると認

めたものについては、可能な限り後発医薬品の使

用を促すことにより、その給付を行うよう努める

ものとするとの規定が新設されました。 

 医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組む中、

後発医薬品の使用促進について、法律上明確化さ

れたものでございます。 

 次に、国の医療機関への直接の指導を可能とす

るにつきましては、これまで指定医療機関は、都

道府県知事の行う指導に従わなければならないと

規定されていたものに国を追加し、厚生労働大臣

または都道府県知事の行う指導に従わなければな

らないと規定されたものでございます。 

 次に、法律の施行期日は一部の地区を除き、平

成２６年７月１日となってございます。 

 なお、今回の一部改正がなされ、保護の開始を

申請する者は申請書を提出しなければならないと

規定されたところでございますが、ただし書きの

規定がございまして、申請書を作成することがで

きない特別の事情があるときは、この限りではな

いと規定されてございます。 

 現在でも省令上、申請は書面を提出して行うこ

ととされており、申請していただく事項や申請の

様式も含め、現行の運用の取り扱いが今回の法律

改正によりまして、変更されることはないと考え
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てございます。 

 また、資産や収入の状況につきましても、従来

から提出を求めているところでございまして、今

回の法律改正で新たな資料の提出を求める事項も

ないところでございます。このようなことから、

申請者を窓口で追い返す水際作戦につながるとの

懸念はないと考えてございます。保護申請に係る

取り扱いにつきましては、これまでどおり何ら変

わらないものと認識してございます。 

 なお、これらにつきましては、冒頭申し上げま

したとおり、今後、国、県から、順次、運用の詳

細について示されるものと思っております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △子育て支援課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、子育て支援課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１５３号薩摩川内市ひとり親家庭

等医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○委員長（江口是彦）議案第１５３号薩摩川内

市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 当局に補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（吉川真一）子育て支援課で

ございます。 

 それでは、お手元の議案つづり、その１の

１５３－１ページでございます。 

 議案第１５３号薩摩川内市ひとり親家庭等医療

費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が説明

いたしましたとおり、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法

律の公布に伴い、所要の規定の整備を図るもので、

改正の内容は、次の１５３－２ページをお開きく

ださい。 

 法律の題名中、保護が保護等、等がついたこと

を受けまして、本条例第２条第２項第６号中の法

律名を改め、法律の施行日に合わせて平成２６年

１月３日から施行するものでございます。 

 なお、今回の法律改正の概要は、議会資料の

５ページのほうに記載しておりますが、従来、法

の対象とされていた配偶者からの暴力及びその被

害者、これに加えまして、交際相手からの暴力及

びその被害者についても、法の対象とすることを

目的とするものでございます。 

 以上で、議案第１５３号の説明を終わります。

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

   △議案第１６９号 薩摩川内市一般会計補

正予算 

○委員長（江口是彦）ここで、審査を一時中止

しておりました議案第１６９号を議題といたしま

す。 

 一般会計補正予算について、当局に補足説明を
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求めます。 

○子育て支援課長（吉川真一）それでは、議案

第１６９号一般会計補正予算、子育て支援課分に

ついて、まず、歳出のほうから御説明申し上げま

す。 

 第３回補正の予算に関する説明書、３７ページ

でございます。 

 ３款３項児童福祉費１目児童福祉総務費でござ

いますが、９,０９２万７，０００円の増額補正で、

内容は説明欄のほうをごらんください。 

 事項、児童福祉管理運営費は、職員給の調整と

子ども・子育て新システム運用に係る電子システ

ム構築及び子ども・子育て支援事業計画策定業務

に要する委託料の増額、そして、子育て支援短期

利用事業の実績見込みによる増額でございます。 

 次の事項、児童福祉施設整備費は、待機児童対

策として、安心こども基金により実施いたします

保育所緊急整備事業でございます。のぞみ幼稚園

の認定こども園への移行を前提とした保育園の新

設に対する補助金でございます。これが開設しま

すと、４０名の定員増となるところであります。 

 次の２目児童措置費は１,７００万円の増額補正

で、説明欄記載のとおり、事項、児童手当福祉費

で児童手当の実績見込みにより増額するものでご

ざいます。 

 次は、３目児童館費１,００４万７，０００円の

増額補正でございます。 

 まず、工事請負費は旧水引児童館の老朽化に伴

う解体に要する経費、それから、放課後児童健全

育成事業補助金以下、児童クラブ関係の３補助金

は、受け入れ児童数の確定と県の補助基準額改定

に伴い過不足額を調整するものでございます。 

 次は、４目保育園費６,０００万円の増額補正で

ございます。説明欄記載のとおり、保育所運営費

につきまして実績見込みにより増額するものでご

ざいます。 

 以上、歳出でございますが、引き続き歳入につ

きましては、予算書を戻っていただき１６ページ

をお開きください。 

 子育て支援課分は１３款分担金及び負担金２項

１目民生費負担金の３節児童福祉費負担金でござ

います。 

 説明欄記載のとおり保育所保護者負担金、いわ

ゆる保育料及び子育て支援短期利用負担金の増額

でございます。 

 以下、子育て支援課分は、１８ページをお開き

ください。 

 １８ページの１５款国庫支出金、１項１目民生

費負担金、３節児童福祉費負担金の保育所運営費

負担金及び児童手当交付金。 

 １枚開けていただき、２０ページの１６款県支

出金、１項１目民生費負担金、３節児童福祉費負

担金でございますが、保育所運営費負担金及び児

童手当負担金。 

 開けていただき、２１ページでございます。 

 同款２項２目民生費補助金、３節児童福祉費補

助金の放課後児童健全育成事業補助金、それと安

心こども基金総合対策事業費補助金、２件でござ

います。これらは今回の歳出予算補正に対応する

歳入科目について、それぞれ調整を行うものでご

ざいます。 

 最後に、繰越明許費について御説明申し上げま

す。 

 予算書は７ページのほうになります。戻ってい

ただき７ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費補正、追加の表で一番上の

３款民生費、３項児童福祉費の３事業でございま

す。子ども子育て新システム関係の２事業と、の

ぞみ幼稚園の保育園新設に対する補助金でござい

ますが、事業が翌年度にわたりますことから、事

業費総額について繰越明許費を設定するものであ

ります。 

 以上で、議案第１６９号一般会計補正予算中、

子育て支援課分についての説明を終わります。よ

ろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。ありませんか、いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第１６９号平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につ

いて質疑は全て終了いたしましたので、これより

討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次は、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明をお願いいたします。 

○子育て支援課長（吉川真一）保育園の待機児

童に関する資料を準備いたしておりますが、配付

いただいておりますか。 

○委員長（江口是彦）今から配付させます。 

○子育て支援課長（吉川真一）じゃあお配りい

ただきまして説明させていただきます。 

○委員長（江口是彦）しばらくお待ちください。 

○子育て支援課長（吉川真一）それでは、お配

りしました待機児童の関係の資料でございます。 

 上の表は就学前の児童数、保育園・幼稚園児数

等の推移でございます。 

 平成１８年度から平成２５年度の各年度、幼稚

園児は各年度５月１日現在、ほかは４月１日現在

の数値でございますが、一番左側の平成１８年度

に比較いたしまして、一番右側、平成２５年度を

見ましたときに、市全体の人口が約１０万

３ , ０ ０ ０ 人 か ら ９ 万 ９ , ２ ０ ０ 人 と 、 約

３,８００人の減少となっております。 

 その下の就学前人口、これも５,９０３人から

５,６６２人と２４１人の減、そのうちの幼稚園の

入園児、次の欄の幼稚園児の計でございます。

１,２５６人から１,１９１人と６５人減っており

ます。 

 ところが保育所入所児は、次の行でございます

が、１,９３９人から２,４２７人と４８８人の増

をみております。 

 次 の そ の 他 （ 在 宅 ） に つ き ま し て は 、

２,７０８人から２,０４４人と６６４人の減でご

ざいますが、在宅から保育所への移行が、この数

値で見てとれると言っていいかと思います。 

 一方、待機児童数でございますけど、下の表で

待機児童と併せて保育定員の推移をお示ししてお

ります。 

 待機児童数は、平成１９年度の５６人がピーク

でございます。その後、定員増の状況の欄に書い

てございますとおり、保育園、認定こども園の開

設や、既存施設の改築等により、表の一番下の欄

外に書いてございます４６５人の定員増を行った

ところでありますが、平成２４年度４月１日、待

機児童をごらんいただきますとゼロになっており

ます。こういった定員増が功を奏したと考えてい

たところでございますが、今年度、再び４２人の

待機が発生し、その後、出生や産休明けの職場復

帰等により１０月１日には、本会議で部長のほう

から答弁いたしましたとおり、１４１人となって

いる状況でございます。 

 市といたしましても、こうした状況につきまし

てはその緩和を図りまして、保育所緊急整備事業

に係る予算を９月補正、今回補正とお願いしたと

ころでございます。平成２６、２７年度には、表

のほうの一番下、今回計上分まで合わせて６０人

の定員増を見込んでいるところであります。 

 今後の整備計画につきましては、平成２６年度

中に策定いたします、子ども・子育て支援事業計

画に具体的な数値目標等を定めていくものでござ

いますが、市の子ども・子育て支援会議、来週

１２月１９日に第１回目を開催予定でございます。

この会議におきまして、保育園・幼稚園・認定こ

ども園の代表者を始め関係者の御意見を伺いなが

ら、策定の作業を進めていくこととしております。 

 待機児童関係の資料の説明は、以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○市民福祉部長（春田修一）済みません。補足

でなんですが、保育所入所者数が平成２５年を見

てみますと２，４２７人で、平成２５年の

２，１９５人の定数になっておりますが、ここの

差は２０％までは定員超過が認められているとい

うようなこと等で、ここにこの差が出てきてると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。御質疑ありませんか。 

 ただいま説明のあったこと以外も含めて、御質
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疑があったらお願いします。御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 委員外議員。 

○議員（成川幸太郎）一つだけ教えてください。 

 先ほど言われました子ども・子育て支援会議な

んですが、この会というのはいつごろできて、ど

ういった構成で今されているのか教えてください。 

○子育て支援課長（吉川真一）正式には、こと

しの３月議会で附属機関に関する条例の中で、こ

の会議の設置を議決いただきまして設置となった

ところでございますが、第１回目の開催を先ほど

申しましたとおり１２月１９日。構成メンバーに

つきましては、２０人以内とするということで、

具体的に１５人の委員さんでスタートすることに

しております。 

 以上です。 

○議員（成川幸太郎）その中に労働側代表が入

ったほうがいいんじゃないかということが、国の

ほうもなんかも出してるらしいですけども、労働

側だとか、いわゆる同盟系とか連合あたりが代表

で入るようなニュアンスのことを聞いたんですが、

そういう方は入ってはいないわけですね。 

○子育て支援課長（吉川真一）薩摩川内市の会

議におきましては、特に労働関係の委員さんは入

っておられません。 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。 

 当局の皆さんは大変御苦労さまでした。退席さ

れて結構です。 

────────────── 

   △委員会報告の取扱い 

○委員長（江口是彦）以上で、日程の全てを終

わりました。 

 委員会報告書の取りまとめについては、正副委

員長に御一任いただくことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように取り扱いいたします。 

────────────── 

   △閉会中の継続調査 

○委員長（江口是彦）ここで閉会中の継続調査

についてお諮りします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査を議

長に申し出ることとし、また、閉会中に現地視察

など委員派遣を行う場合には、その手続を正副委

員長に御一任いただきたいと思いますが、そのよ

うに取り扱うことに御異議ありませんか。（資料

は巻末に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

────────────── 

   △閉  会 

 以上で、市民福祉委員会を閉会いたします。 
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閉会中の継続調査について 
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○閉会中の継続調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査事項） 

１ 戸籍及び住民記録等に係る諸証明について 

２ 健康増進について 

３ 地域医療について 

４ 環境保全について 

５ 廃棄物対策について 

６ 産業廃棄物管理型最終処分場について 

７ 社会福祉事業について 

８ 障害者支援について 

９ 高齢者支援について 

１０ 子育て支援について 

１１ 国民健康保険について 

１２ 介護保険について 
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